
 

 

 

 

 

今般、札幌地区トラック協会では、我々トラック業界における様々な労働問題に対

処すべく、下記のとおり、労働問題セミナーを開催することといたしました。 

このたびのセミナーでは、当協会顧問弁護士の富岡先生をお招きし、具体的事例に

基づく対応策等をわかりやすく解説していただくこととしております。 

時節柄、何かとお忙しい時期とは存じますが、多数のご参加を賜りますよう再度、

ご案内申し上げます。 

記 

◇ 日  時 ◇ 平成２４年３月２日（金）１３：３０ ～ 1５：３０ 

◆ 場  所 ◆ 札幌サンプラザ  

（札幌市北区北２４条西５丁目  TEL:011-758-3111） 

◆ 内  容 ◆ 講演 

講師：弁護士 冨岡 俊介 氏（協会顧問弁護士）        

『 就業規則の法律問題 』 

      ① 就業規則の作成届出の法律問題 

      ② 就業規則と労働契約労働協約の効力関係と法律問題 

      ③ 採用人事の就業規則条項の規定の仕方について 

 弁護士 冨岡 公治 氏（協会顧問弁護士） 

『 就業規則の懲戒条項の規定の仕方について 』 

      ① 懲戒条項の種類と程度 

      ② 懲戒規定を適用する場合の法律上及び実際上の諸問題について 

      ③ 懲戒権を行使する場合の原則と問題点について 

      ④ 企業外非行について、どの程度懲戒規定を適用できるかについて 

 

なお、講演内容又は労働問題等のご質問をお受けしていただけます。 

札ト協 業務部あて（FAX：011-712-4206） 

労働問題セミナー 参加申込書 

会社名 

 

参加者名 参加者名 

 

参加者名 参加者名 

※ 準備の都合がございますので、２月２４日(金)までにお申し込み願います。 

お問合せ先：(社)札幌地区トラック協会 業務部（TEL：011-751-4231） 

 


